
   

  

 

 

 

 

 

「『有り難う』で支え合える社会に」 

 

相模原市立中学校長会 会長 齋藤 敦 

 

 

 

 

 

 

 

 ちょうど一年前に発生した新型コロナウィル

ス感染症で、東京オリンピック・パラリンピッ

クの延期などイベントの自粛、飲食店などの営

業規制、テレワークによる働き方の変化など、

これまでの生活の様子が一変しました。学校も

３ヶ月にわたる臨時休業となりました。児童生

徒も、私たち教職員も初めて体験する事態とな

りました。学校が再開し、様々な制限がありま

すが「新しい生活様式」の中で教育活動が行わ

れています。本校でもマスク越しの元気な挨拶

で一日が始まり、仲間と学び合い、昼休みの校

庭ではボール遊びに興じる姿が見られます。 

 この一年、世界中の人々が当たり前に営んで

いた生活が、当たり前でなくなる事態に直面し

ました。「当たり前」とは何だろうと考えてみ

ました。当たり前の語源には「当然」を当て字

で「当前」と書くようになり、「当前」を訓読

して「当たり前」となった説があるようです。

食事をすること、安心して寝られること、学校

で友だちと勉強ができること、すべてが当然の

ことで当たり前に行ってきました。それが命を

守るために制限され、当たり前ではない状況に

なってしまいました。そこで「当たり前」の反

対語を調べてみるとそこには「ありがとう」と

ありました。 

 ありがとうは漢字で「有り難う」と書き、「有

り難し」が変形したものです。あり得ないこと、

本来起こることがないできごとの意味です 

 有り難いもの＝ありがとう＝感謝の気持ちと

なり、「当たり前」の反対は「感謝」につなが

っているのです。当たり前に行えていたことが

当たり前にできなくなって、それが有り難いこ

とだったと気づくのだと思います。 

 コロナ禍の中、不安を抱いての生活を強いら

れています。先が見えず不安なこと、自分のこ

とで一杯になり、「感謝」の気持ちが薄らいで

いるように感じることもあります。しかし、命

を守るために懸命に関わってくださる人がいま

す。少しでも生活が安定するように奔走してく

ださっている人がいます。私たちを支えてくだ

さっている多くの方々の力で生活が成り立って

います。改めて感謝の気持ちをもちたいと思い

ます。 

 私たちの小さな行い、優しい一言、お互いに

笑顔で交わす「ありがとう」で感謝の気持ちが

伝わると思います。当たり前だった生活に戻れ

るまで、「感謝」の気持ちを忘れずに過ごして

いきたいと思います。 
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特集記事：「青少年相談センターの不登校対策事業」 
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相談指導教室の運営 

相談指導教室は、様々な要因（主に心理的要因）により学校を長期にわたり欠席している児童・生徒に対し、

個々の状況に応じた指導及び援助を行うことを目的として相模原市教育委員会が設置する通室制の教室です。 

 現在、市内には７つの相談指導教室があり、相模原市立小中学校・義務教育学校に在籍及び本市在住で本市の

学校以外の義務教育諸学校に在籍する心因性の要因等により学校に登校できない児童・生徒が通室しています。 

 それぞれの教室には、室長・室長代理・青少年教育カウンセラー・支援員等を配置し、個別指導と小集団での

活動を交えながら、情緒の安定や生活習慣の確立・対人関係等の改善を図ったり、学習の支援をしたりするなど、

個々の児童・生徒の状況に応じた教育活動を行っています。また、月に数回は、他の通室生とともにスポーツで

楽しく体を動かす時間を通して、体力向上やコミュニケーション力の向上を図るスポーツ活動や、年に数回、見

聞を広め、自然や文化などに親しむとともに公衆道徳等についての体験を積むことのできる遠足や校外学習等を

実施しています。 

通室生の在籍校の教職員とは通室した際の活動の様子等について日

頃から情報共有したり、支援方法について定期的に話し合ったりするな

ど密に連携を図りながら、個々の通室生の支援にあたっています。 

 

 

 

 

 

 

学校向け支援 

児童生徒の不登校・登校しぶりに関わる教職員支援として、教育委員会

主催の研修を行っています。学校内の教育相談担当である支援教育コーデ

ィネーター研修では、不登校の未然防止や早期発見・早期対応の視点から、

教育相談のあり方や関係機関との連携など、基礎的なことから幅広い先生

方のニーズに応じて取り組んでいます。「誰もが行きたくなる学校づくり

研修」では、今年度「医療機関との連携」や「様々な学びの場」をテーマ

に、教職員間のピア・サポートを取り入れながら実施しました。 

また、青少年相談センターではポジティブな子どもの姿、学校・先生方

の取り組みに焦点をあてて活動しています。不登校の初期対応における各

学校の実践や工夫を登校支援だより「つながる通信」としてまとめ、市内

の小・中・義務教育学校に 

発信しています。 

家庭向けの支援として、主に保護者を対象に、年に複数回「不登校を

考えるつどい」を実施しています。「進路について」「家庭での過ごし方

について」「学校との連携について」など、各回のテーマに基づいた講

話や情報提供のあとは、参加者同士で語り合う時間を毎回設定していま

す。「同じ状況の方と悩みを共有できてよかった」「不登校経験のある方

の話を聞けて、今後の見通しができた」などの感想をいただいていま

す。児童・生徒を対象にした「ふれあい体験活動」では、制作活動やレ

クリエーションを通して仲間とのつながりを学ぶ場を設けています。 

また、年１回「不登校相談会・進路説明会」を開催し、進路情報の提

供や、県立・私立高等学校、各種高等専修学校、フリースクール等の個

別相談を行っています。今年度は9月5日（土）総合学習センターに

て開催し、76組103名の方に参加をいただきました。 

家庭向け支援 

青少年相談センターでは、青少年教育カウンセラーが１９歳以下の市内在住・在勤・在学の青少年、保護者の相談を受けて

います。相談の形態については次の通りです。                                    

＜来所相談・電話相談＞（月～金 9：00～17：00）                               

   市内4か所（中央・南・城山・相模湖）設置の、相談室における来所または電話による相談です。          

＜学校出張相談＞（各校年間に定められた日数の派遣）                          

市内小・中・義務教育学校106校に青少年教育カウンセラーを派遣し、学校で相談活動を行っています。       

＜ヤングテレホン相談＞（月～金 15：30～21：00、土 13：00～17：00） 

  専門の相談ダイヤルで19歳以下の青少年とその保護者からの相談をお受けします。匿名でも大丈夫です。 

令和元年度の相談実績として＜来所相談・電話相談＞では「登校しぶり」4,565件、「不登校」5,113件、合計9,678件と、

全体の相談件数の 63.2％を占めており、＜学校出張相談＞では「登校しぶり」3,472 件、「不登校」3,243 件、合計 6,715 件

と、全体の相談件数の32.3％を占めました。来所相談で約６割、学校出張相談で約３割が不登校に関する相談となっており、

本人・保護者・教職員へのサポートがより求められている現状となっています。 

また、学校からの要請に応じて「スクールソーシャルワーカー」が不登校等の課題に、福祉的視点で学校や関係機関ととも

に支援を行っています。青少年教育カウンセラー、スクールソーシャルワーカーともに、スーパーバイザーを招いての研修を

実施し、専門性の向上のための研鑽を重ねています。 

 

 

 

 

 

集団生活に苦手意識をもつ児童生徒の居場所づくりや、学習に課題

のある児童生徒への個別支援など、学校以外の学びの場所として、現

在、フリースクールの果たす役割は大きいものとなっています。相模

原市では、地域の特性や状況に応じた取組を進めるため「相模原地区

フリースクール等連携協議会」を設置し、学校とフリースクールの、

よりよい連携のあり方について定期的に話し合いをもっています。 

また、青少年相談センターのフリースクール連携事業として、児童

生徒・保護者、教職員を対象にした「フリースクール見学会」の設定、

「不登校相談会・進路説明会」における個別ブースの設置、教職員向

けセミナーでの、各フリースクールの教育活動の情報提供、「不登校

を考えるつどい」での家庭への情報提供、フリースクール代表者を交

えての懇談会等を行っています。 

フリースクールとの連携 

青少年相談センターの不登校支援事業について 
青少年相談センターでは、青少年の心の成長と心の問題に

関わる相談事業を行っています。ここでは、不登校支援に関わ

る主な事業についてご紹介します。 

不登校に関わる相談活動 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E メール相談 
（２４時間受付） 

「「チチャャレレンンジジ！！若若ああゆゆ」」報報告告 

 

ヤングテレホンカードを７月に子どもたちに配りま

した。９月にはポスターを学校や公民館、子どもセンタ

ー等に掲示しました。皆様のお目に止まりましたか？ 

ＳＮＳでの相談が増える中、電話は、声を通して感情

が伝わって来るので、より身近に相談者を感じます。 

コロナ禍で不安を抱えて、辛さを話す中学生がいまし

た。現在、元気に通学しているか、知ることができない

のは、寂しいところですが、生きる力を信じています。

また、中学生の時にもらったカードを定期入れに入れて

おいて高校生になった時にかけてくれた女の子もいま

した。 

保護者からの相談は養育に関することが多いです。

「子育ては思い通りにはいきませんね。一緒に考えてい

きましょう！」の気持ちで対応しています。 

秘密は守ります。お気軽にご利用ください。 

（ヤングテレホン相談員） 

 

 

今年度も終盤に差し掛かり、振り返ってみると想像も

できなかった事態を誰もが経験し、情報に右往左往しつ

つ、いろいろな気持ちを抱えながら過ごした 1年だった

と思います。 

学校の相談室に行くと、そういった社会の揺れ、大人

の気持ちの揺れを敏感に察知し、常にアンテナが立ちっ

ぱなしで疲れている子どもたちに出会います。話を聞い

ていると、私自身「しんどいだろうな」「何かしてあげ

られるだろうか」という気持ちになっていましたが、一

方で子どもたちが好きなことや興味があるものについ

て話し出した途端、目にパワーが戻り、表情が明るくな

っていきました。 

こちらが何か与えなくても、子どもたちの中に元気の

源があるのだなと感じるとともに、だからこそ子どもが

大事にしているもの、好きなものに丁寧に耳を傾け、一

緒に元気の源を見つけていきたいなと思いました。 

（青少年教育カウンセラー） 

「「ほほっっととひひととここまま」」  
青少年教育カウンセラーとヤングテ

レホン相談員が、日々の心温まるひと

時について教えてくれました。 

 

その７３ 

 

11月 7日（土）に相模川自然の村野外体験教室「相

模川ビレッジ若あゆ」にて、「チャレンジ！若あゆ」

を開催し、相模原市内の小中学生とその保護者が 20

名ご参加くださいました。『自然の中でたくさんの

ことを発見しよう！-自然のこと・自分のこと・色

んなこと-』というテーマのもと、竹の万華鏡作り

と岩絵の具に分かれて活動をしました。日帰りの活

動でしたが、この日初めて出会った友達と協力しな

がら、1日を通して一つの活動をじっくり取り組む

ことができました。参加した子どもたちからは「も

っとやりたかった」「協力してできて良かった」等

の感想が寄せられました。感染症対策をしっかりし

ながらも、自然や人との交流をもち、子どもも大人

も多くの発見がある 1日でした。 


